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Ⅰ．はじめに
　2019年４月23日に「商標法」の第四次改正が公布
され（2019年11月１日施行）、悪意のある商標出願
行為に対する規制の強化、及び侵害行為者の責任の
厳格化等が図られた２。
　その翌日である2019年４月24日、北京市高級人民

法院３は、「商標の権利付与・権利確定の行政事件審
理指南」（以下「本指南」という）を公布した。本指
南の目標としては、商標の権利付与・権利確定の行
政訴訟の審理の質の向上、企業の誠実な経営の促進、
及びビジネス環境に関する司法保護の強化が挙げら
れている。同法院の民事第三廷廷長助理の潘偉氏は、
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本指南の公布により、商標の権利付与・権利確定に
関する行政訴訟における北京市高級人民法院の判断
基準の統一を大いに促進し、商標の権利付与・権利
確定の審査効率を改善し、訴訟結果の予測可能性を
高め、そして社会的資源を節約することができると
述べている４。
　全162条からなる本指南は、大きく、「手続関連問
題」と「実体関連問題」の二つの部分に分けられて
いる。一部の内容は北京市高級人民法院知的財産権
廷と商標評審委員会の共同認識をまとめた成果であ
り、大部分の内容は現行の法律、司法解釈、法院の
判決等に基づき、北京市高級人民法院における具体
的な司法実務と合わせて審理ルールを整理したもの
である。
　北京市高級人民法院は、「商標法」に関する行政
訴訟の上訴審を管轄する重要な法院であることから、
本指南の主な内容は、日本企業の知財担当者や知財
実務家が知っておくべき基本的知識であるといえる。
そこで、本連載においては今回と次回の２回にわた
り、本指南の主な内容を解説することとしたい。

Ⅱ．手続関連問題
Ａ．主体資格の確定

１　異議申立て及び無効宣告請求の主体としての
「先行権利者」及び「利害関係人」の範囲・認定
時期
商標法33条は、「先行権利者」（中国語原文で

は「在先権利人」）及び「利害関係人」は、異
議申立てをすることができる旨を規定している。
また、商標法45条１項は、「先行権利者」及び「利
害関係人」は、無効宣告請求をすることができ
る旨を規定している。しかし、従来、「先行権
利者」及び「利害関係人」の範囲等は、明確で
はなかった。
そこで、本指南は、「商標権者及びその他の法
的保護を受けるべき合法的な先行権利所有者」
は「先行権利者」にあたることを規定した（1.1）。
また、本指南は、「先行権利の被許諾使用者、
先行権利の合法的継承者、又は先行権利者の支
配株主」及び「モデル、俳優等の人身権につい
て作成された特別授権書類が提出された場合の
代理人」は「利害関係人」にあたることを規定
するとともに、「係争商標の登録出願のみによ
り影響を受け、先行権利と直接的利害関係を持
たない主体」は「利害関係人」にあたらないこ

ととした（1.2）。
さらに、利害関係人の認定時期については、
原則として、「商標異議申立時」又は「無効宣
告請求時」とした。提訴後に新たに「利害関係人」
に該当するようになった者は、請求により、当
該行政訴訟に参加することができる可能性があ
る（1.3）。引用商標が譲渡された場合の譲受人も、
請求により、当該訴訟に参加することができる
可能性がある（1.4）。

２　係争商標の譲渡人と譲受人
商標評審手続中に、係争商標が譲渡された
ケースにおいて、国家知的財産権局の商標評審
部門が譲受人に評審手続に参加するよう通知し
ないまま、譲受人にとって不利な行政裁決が下
されることがあり得る。この場合、譲受人が訴
訟中に、元の行政裁決の理由及び結論が違法で
あることを、①証明できる場合は、当該行政裁
決取消の主張は認められる可能性があるが、②
証明できない場合は、当該行政裁決取消の主張
は認められない（1.5）。
商標評審手続中に、係争商標の譲受人が後続
の評審手続に参加した場合、原則として、譲渡
人はもはや行政行為の相手方とはならない。譲
渡人が評審手続中に行った行為は、譲受人に対
し拘束力を有する（1.6）。

Ｂ．審査範囲
１　審査範囲の不足と超過

本指南によると、当事者の権利に実際的影響
を与える商標評審部門の審査不足は、法定手続
違反と認定される可能性がある（2.1）。例えば、
当事者が商標法13条（馳名商標）及び商標法30
条（先願主義）に基づき申立を行ったにもかか
わらず、商標評審部門が商標法30条（先願主義）
についてだけ審査し、商標法13条（馳名商標）
については審査せず、その結果、当事者の申立
を支持しなかった場合、商標評審部門の審査不
足となる（2.2）。
他方、本指南によると、商標評審部門の審査
範囲を超えた審決に対しては、超えた部分が違
法であるとの主張が認められる（2.3）。例えば、
商標不登録再審査行政案件における裁決内容が、
登録不承認の商品又は役務の範囲を超えている
場合、商標評審部門の審査超過となる（2.6）。

２　「絶対理由」及び「相対理由」の同時適用


